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「企業行動規範」で示した基本指針を、全ての
役 員 お よ び 従 業 員 が 日 常 の 事 業 活 動 の 中 で
実 践 す る た め の 行 動 の 基 準 を 具 体 的 に 定 め た
も の で す 。

行動ガイドラインとは？

ＳＵＢＡＲＵの「企業理念」を踏まえ、お客様
・お取引先様・株主様・社会などの各ステーク
ホルダー（利害関係者）に対して、全ての役員
お よ び 従 業 員 が 遵 守 す べ き 基 本 指 針 に つ い て
定めたものです。

企業行動規範とは？

コンプライアンスマニ
ュアル

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は コ ン プ ラ イ ア ン ス 重 視 の 企 業 活 動 を 実 践 す る た め の 遵 守 基 準 と
して、「企業行動規範」と「行動ガイドライン」を定めています。2017年度に、
グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス の 一 層 の 推 進 を 図 る べ く 「 行 動 ガ イ ド ラ イ ン 」 の
内 容 を 改 訂 し 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ の 全 従 業 員 が 共 通 し て 所 持 し て い る
「 コ ン プ ラ イ ア ン ス マ ニ ュ ア ル 」 で 詳 細 に 解 説 し 、 日 常 の 行 動 の 中 で の 徹 底 を
図 っ て い ま す 。

企 業 行 動 規 範 と 行 動 ガ イ ド ラ イ ン

2 0 1 7 年 度 に 判 明 し た Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ に お け る 完 成 検 査 業 務 に 関 す る 一 連 の 不 適 切 事 案 が 発 生 し た 原 因 ・
背 景 を 踏 ま え 、 真 に 「 正 し い 会 社 」 に 生 ま れ 変 わ る た め に 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は コ ン プ ラ イ ア ン ス の 実 践 を
経営の最重要課題の一つと位置付けています。そして、全社的なコンプライアンスの徹底がＳＵＢＡＲＵ
の経営の基盤を成すことを強く認識し、企業活動上求められるあらゆる法令･社内諸規程等の遵守はもと
よ り 、 社 会 一 般 の 倫 理 、 常 識 お よ び 規 範 に 則 し た 公 明 か つ 公 正 な 企 業 活 動 を 徹 底 し て 遂 行 す る こ と を
従業員一人ひとりに浸透させ、お客様・関係者をはじめとするＳＵＢＡＲＵを取り巻くステークホルダー
の 皆 様 からの信頼回復に努めてまいります。

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針

コンプライアンス
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コ ン プ ラ イ ア ン ス を 推 進 す る 全 社 的 な 委 員 会 組 織 と し て 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 」 を 設 置 し 、 重 要 な
コンプライアンス事項に関する審議・協議・決定、情報交換などを行っています。また、各部門はそれぞれ
コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 の た め の 実 践 計 画 （ コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ プ ロ グ ラ ム ） を 毎 年 度 策 定 し 、 継 続 的 ・
計画的な自主活動を進めています。なお、ＳＵＢＡＲＵにおける完成検査業務に関する一連の不適切事案の
判 明 を契機として、2 0 1 8 年度からは取締役会長である吉永泰之（※6月22日までは代表取締役社長）が
コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 長 に 就 任 し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 取 り 組 み を 抜 本 的 に 見 直 し 、 実 行 し て
います。

コ ン プ ラ イ ア ン ス 体 制 ・ 組 織 と 運 営

ＳＵＢＡＲＵはコンプライアンスに関する体制・組織および運営方法を定めた基本規程として、2001年に
「コンプライアンス規程」を取締役会の承認を経て制定しました。2017年度は、制定以降の運用状況の
確認・見直し、規程と実態との乖離の確認などを行い、それらを反映する形で、コンプライアンス委員会の
審議、取締役会の承認を経て、同規程の改訂を行いました。

コ ン プ ラ イ ア ン ス 規 程

私 た ち は 、 環 境 と 安 全 に 十 分 配 慮 し て 行 動 す る と と も に 、 創 造 的 な 商 品 と サ ー ビ ス を 開 発 、
提供します。
私たちは、一人ひとりの人権と個性を尊重します。
私たちは、社会との調和を図り、豊かな社会づくりに貢献します。
私たちは、社会的規範を遵守し、公明かつ公正に行動します。
私たちは、国際的な視野に立ち、国際社会との調和を図るよう努めます。
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企業行動規範
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不祥事に係る協議・報告
順守状況等報告協議連携

＜事務局（コンプライアンス主管部）＞
コンプライアンス室

重要事項の報告等運営事務等

協議連携

協議連携

内部監査の実施

監査部 •
内部監査

設置

取締役会

コンプライアンス特別委員（社外弁護士）

コンプライアンス委員

コンプライアンス委員長

コンプライアンス委員会

極めて重要度、緊急度の高い
コンプライアンス案件報告内部監査結果報告

監査役

グループ会社

各本部・部門・カンパニー

＜コンプライアンス企画部会＞
コンプライアンス担当者

コンプライアンス責任者

審議・決定事項の報告

2017年度に判明したＳＵＢＡＲＵにおける完成検査業務に関する一連の不適切事案に対する深い反省に
基づき、同じ過ちを繰り返さないために、ＳＵＢＡＲＵは2018年度より、全社的な法令遵守・コンプライ
ア ン ス 重 視 の 取 り 組 み 強 化 の 一 環 と し て 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス 室 」 を 独 立 し た 組 織 と し て 新 設 し ま し た 。
コ ン プ ラ イ ア ン ス 室 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 の 事 務 局 と し て 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ の コ ン プ ラ イ
アンス推進の実働組織として、主に以下の業務を行っています。

・
・

ＳＵＢＡＲＵグループ全体のコンプライアンス推進活動の企画・立案・実践
コンプライアンス研修・教育・社内啓発活動の実施および風通しの良い職場の基礎となるＳＵＢＡＲＵ
グループの内部通報制度（「コンプライアンス・ホットライン」の運営）

コンプライアンス室の設置
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コンプライアンス・ホットラインの相談内容の内訳

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ な ど で 働 く 従 業 員 や 派 遣 社 員 は 、 グ ル ー プ 内 の コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 問 題 を
発 見 し た 場 合 、 上 司 を 通 じ て 解 決 す る 方 法 の 他 に 、 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ホ ッ ト ラ イ ン 」 を 利 用 し て
「ホットライン・デスク」に相談することができます。

「 ホ ッ ト ラ イ ン ・ デ ス ク 」 は 、 当 社 内 に 設 置 さ れ て お り 、 規 則 に 基 づ い て 任 命 さ れ た 従 業 員 が 、 郵 送 ・
電話・Eメールによる通報を直接受け付け、事実調査や対応に当たります。通報者の所属・氏名は、通報者の
同意がない限り厳格に秘匿され、通報したことにより不利益を受けることがないよう十分配慮されます。
2 0 0 8 年 4 月 か ら 、 こ の 制 度 に 社 外 窓 口 と し て 外 部 専 門 事 業 者 に よ る 通 報 受 付 窓 口 を 追 加 し 、 受 付 時 間 の
拡大と通報者の氏名・所属の秘匿性強化を図るなど、さらに使いやすい制度とするよう努めています。
2 0 1 7 年 度 に 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ホ ッ ト ラ イ ン 」 に 寄 せ ら れ た 相 談 件 数 は 1 6 3 件 で 、 そ の 内 訳 は 表 の
通 り で す 。 こ れ ら の 相 談 に 対 し て は 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 法 務 部 長 （ ※ 2 0 1 8 年 度 か ら は 所 管 変 更 に よ り
コンプライアンス室長）を中心に事実関係を調査の上、迅速な問題解決に努めています。また、適宜経営層
やコンプライアンス委員会に報告し、再発防止に向けた取り組みも行っています。

なお、同制度の周知を図るため、制度の仕組みや相談窓口の連絡先について記載したカードをＳＵＢＡＲＵ
グ ル ー プ の 従 業 員 な ど に 配 布 す る 他 、 各 職 場 に は ポ ス タ ー を 掲 示 し て い ま す 。 外 部 専 門 事 業 者 に よ る
窓口機能については、ポスターに説明を織り込む他、社内イントラネットの画面上に掲載しています。

コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ホ ッ ト ラ イ ン 制 度
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コ ン プ ラ イ ア ン ス の 徹 底 に は 、 グ ル ー プ 全 体 で 歩 調 を 合 わ せ て 取 り 組 む こ と が 必 要 で あ る と い う 考 え の
も と 、 全 グ ル ー プ 会 社 の 従 業 員 を 対 象 と す る コ ン プ ラ イ ア ン ス 研 修 ・ 実 務 法 務 研 修 を 実 施 し て い ま す 。
この研修はＳＵＢＡＲＵの法務部、コンプライアンス室（2018年4月新設）や人事・教育部門が主催して
います。また、各部門・グループ会社においては、実務計画（コンプライアンス・プログラム）に独自の
教 育 計 画 を 盛 り 込 み 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 法 務 部 員 な ど を 講 師 と す る 業 務 上 重 要 な 法 令 の 勉 強 会 や コ ン プ ラ イ
アンス啓発研修を実施することで補完しています。
2017年度は、法務部が主催・関与したこれらの研修に、約4,500人が参加しました。

コンプライアンス研修

コ ン プ ラ イ ア ン ス 活 動 実 績

コンプライアンス・ホットライン
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ＳＵＢＡＲＵは腐敗防止に向けた贈賄防止ガイドライン（日本語・英語）を作成し、国内外の関係会社を
含 め グ ル ー プ 全 体 に 展 開 し て い ま す 。 贈 収 賄 防 止 や 公 正 な 取 引 の 徹 底 に つ い て は 、 国 内 外 の グ ル ー プ
会社向けコンプライアンスマニュアルに記載しています。

また、中国特有の社会事情を考慮した中国版贈賄防止ガイドライン（中文訳付）を制定し、中国子会社に
展開し、当該各社で規程化しています。

贈 収 賄 防 止 の 取 り 組 み

コンプライアンスマニュアル
エッセンシャル版

コンプライアンス研修の様子（本社）

ま た コ ン プ ラ イ ア ン ス の 日 々 実 践 を 推 進 す る た め 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ の み
ならず、国内ＳＵＢＡＲＵ販売特約店他、グループ会社に特化したものも
含め、さまざまな支援ツールを作成・提供しています。加えて、緊急度の
高い情報については「コンプライアンス情報」をタイムリーに配信し、
グループ全体の注意喚起に取り組んでいます。2018年度は、ＳＵＢＡＲＵ
お よ び グ ル ー プ 会 社 管 理 者 を 対 象 に 「 規 範 意 識 強 化 教 育 」 を 実 施 し 、
Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ に お け る 完 成 検 査 業 務 に 関 す る 一 連 の 不 適 切 事 案 お よ び
そ の 原 因 背 景 を 共 有 し 、 各 部 門 に お い て 同 種 同 様 の 不 適 切 事 案 を 発 生
させない取り組みの促進を実施しており、今後、法令法規リスクの高い
部 署 か ら 優 先 し 、 業 務 規 定 を 再 整 備 す る と と も に 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス
研修の受講対象者を拡大して継続的に本教育を実施していく計画です。
ま た 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス マ ニ ュ ア ル の エ ッ セ ン シ ャ ル 版 を 全 従 業 員 へ
配布しました。




